
京都市訓令甲第   号   

庁 中 一 般   

 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。 

  平成２９年３月３１日 

京都市長  門 川 大 作   

別表第１局長及び担当局長（総合企画局京都創生担当局長，文化市民局文化事業担当局

長及びスポーツ担当局長，保健福祉局子どもはぐくみ局創設担当局長及び医務担当局長，

都市計画局建築技術・景観担当局長並びに建設局企画管理・防災減災担当局長を除く。）の

項中「文化市民局文化事業担当局長」を「文化市民局文化担当局長」に，「保健福祉局子ど

もはぐくみ局創設担当局長及び医務担当局長，都市計画局建築技術・景観担当局長」を「保

健福祉局医務担当局長，都市計画局土木技術担当局長及び建築技術・景観担当局長」に，

「建設局企画管理・防災減災担当局長」を「建設局土木技術・防災減災担当局長」に改め，

同項第３２号中「並びに個人情報の取扱いの是正のうち重要なもの」を削る。 

別表第１部長及び室長の項第１２号中「並びに個人情報の取扱いの是正」を削る。 

別表第１担当部長並びにエネルギー政策部長，学校跡地活用促進部長，創生戦略・市民

協働推進部長，京都創生推進部長，大学政策部長，地域コミュニティ活性化・北部山間振

興部長及び文化事業推進部長の項中「地域コミュニティ活性化・北部山間振興部長」を「文

化事業推進部長」に，「文化事業推進部長」を「地域コミュニティ活性化・北部山間振興部

長」に改める。 

別表第１局の庶務を担当する課長（政策総務課長を含む。）の項第５号を次のように改め

る。 

   ガス及び電気の需給契約に関すること。ただし，調達契約にあっては，１件１，０

００，０００円以下の契約に限る。 

別表第１課長，副室長並びに課を置かない室の庶務を担当する課長（広報課長，政策企

画調整第一課長，情報管理課長及び情報統計課長を含む。）及び担当課長の項中「情報統計

課長」を「統計解析課長」に改め，同項第１４号中「許可」の右に「又は１件賃料月額１

０，０００円以下の普通財産の貸付け」を加え，同項第１７号中「並びに個人情報の取扱

いの是正のうち軽易なもの」を削る。 

別表第２産業戦略監の項及び地球環境・エネルギー政策監の項を削る。 

別表第２組織・人事担当局長の項第３号中「産業戦略監，地球環境・エネルギー政策監，」

１２



及び「，子育て支援政策監，交通政策監」を削る。 

別表第２文化市民局長の項の次に次の２項を加える。 

文化市民局文

化担当局長 
  担当事務に係る重要な事務事業の計画及び実施に関すること。 

文化芸術企画

課長 
  定例的な後援名義及び協賛名義の使用許可に関すること。 

 別表第２文化市民局文化事業担当局長の項及び文化芸術企画課長の項を削る。 

 別表第２保健福祉局長の項第２号中「，児童福祉法」を削る。 

 別表第２保健福祉局子どもはぐくみ局創設担当局長の項を削る。 

 別表第２保健福祉部長の項第１号中「保育所，」を削る。 

 別表第２障害保健福祉推進室長の項第１号中「児童福祉法及び」を削り，同項中第６号

を第７号とし，第５号を第６号とし，同項第４号中「障害児福祉手当，」を削り，同号の次

に次の１号を加える。 

   京都市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支出決定に関すること。 

 別表第２社会参加推進課長の項第１号中「障害児福祉手当，」を削る。 

別表第２生活福祉部長の項第９号を削り，同項第１０号中「及び年金生活者等支援臨時

福祉給付金支給事業」を削り，同号を同項第９号とし，同項第１１号を同項第１０号とし，

同項に次の１号を加える。 

  所属職員に対する検査職員証，滞納者財産差押職員証及び検査証の交付に関するこ

と。 

 別表第２地域福祉課長の項及び保健福祉局子育て支援担当局長の項から児童家庭課長の

項までを削る。 

別表第２保健福祉局保健医療・介護担当局長の項中「保健福祉局保健医療・介護担当局

長」を「保健福祉局健康長寿のまち・京都推進担当局長」に改める。 

別表第２長寿社会部長の項中「長寿社会部長」を「健康長寿のまち・京都推進室長」に

改め，同項第７号を同項第９号とし，同項第６号の次に次の２号を加える。 

  介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業の支出決定に関すること。 

  京都市老人医療費支給条例による医療費の支出決定に関すること。 

別表第２介護保険課長の項中「介護保険課長」を「介護ケア推進課長」に改める。 



別表第２保健衛生推進室長の項中「保健衛生推進室長」を「医療衛生推進室長」に改め，

同項第２号を削り，同項中第３号を第２号とし，第４号を第３号とする。 

別表第２医務衛生課長の項の次に次の５項を加える。 

子ども若者は

ぐくみ局長 

  社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会との審

査及び支払の委託契約に関すること。 

  児童福祉法による補助金の支出決定及び返還命令に関すること。

  子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付に係

る不正利得の徴収に関すること。 

はぐくみ創造

推進室長 

  保育所，入所施設及び一時保護施設の食糧費の支出決定に関す

ること。 

子ども若者未

来部長 

  児童福祉法，障害者総合支援法及び子ども・子育て支援法によ

る扶助費の支出決定に関すること。 

  社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に対す

る審査支払手数料の支出決定に関すること。 

  母子福祉資金，父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けの決定

並びに貸付金の支出決定及び償還に関すること。 

  母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の給付の

決定及び給付金の支出決定に関すること。 

  障害児福祉手当の支出決定に関すること。 

  京都市ひとり親家庭等医療費支給条例及び京都市子ども医療費

支給条例による医療費の支出決定に関すること。 

 

 

 

子ども家庭支

援課長 

  障害児福祉手当に係る不正利得の徴収及び返還金又は徴収金の

収入決定に関すること。 

  児童手当及び児童扶養手当の支出決定に関すること。 

  児童手当及び児童扶養手当の受給資格及び額の認定に関するこ

と。 

  児童手当及び児童扶養手当の支給の制限及び一時差止め並びに

不正利得の徴収に関すること。 



 

  京都市子ども医療費支給条例による医療費の受給資格等の認

定，支給の制限及び不正利得の返還命令並びに徴収金及び不正利

得の返還金の収入決定に関すること。 

  学童う歯対策事業に係る医療費の支出決定に関すること。 

幼保総合支援

室長 

  児童福祉法及び子ども・子育て支援法による扶助費の支出決定

に関すること。 

  時間外保育事業及び一時預かり保育事業に係る保育費用の徴収

に関すること。 

  京都市子どものための教育・保育給付つなぎ貸付金融資制度に

よる貸付金の貸付けの決定に関すること。 

  京都市保育所条例第４条第２項による入所定数の決定に関する

こと。 

 別表第２都市計画局長の項の次に次の１項を加える。 

都市計画局土

木技術担当局

長 

  １件８０，０００，０００円未満の測量，地質調査及び設計委

託の決定に関すること。 

  １件１５０，０００，０００円以下の工事施行決定に関するこ

と。 

  前２号に掲げる専決事項のほか，担当事務に係る重要な事務事

業の計画及び実施に関すること。 

別表第２建設局企画管理・防災減災担当局長の項を次のように改める。 

建設局土木技

術・防災減災担

当局長 

  １件８０，０００，０００円未満の測量，地質調査及び設計委

託の決定に関すること。 

  １件１５０，０００，０００円以下の工事施行決定に関するこ

と。 

  前２号に掲げる専決事項のほか，担当事務に係る重要な事務事

業の計画及び実施に関すること。 

   附 則 

 この訓令は，平成２９年４月１日から施行する。 
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